
○福島県特定非営利活動促進法施行細則 

平成十年十一月十日 

福島県規則第九十四号 

福島県特定非営利活動促進法施行細則をここに公布する。 

福島県特定非営利活動促進法施行細則 

 

(趣旨) 

第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)

及び福島県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年福島県条例第五十一号。以下「条例」

という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(設立認証申請書) 

第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書(様式第一号)とする。 

 

(公告及び縦覧) 

第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項で準用する場合を

含む。次項において同じ。)の公告は、福島県報に登載して行う。 

2 法第十条第二項の公衆の縦覧は、企画調整部文化スポーツ局文化振興課において行う

ものとする。 

(平一四規則七二・平一五規則三一・平一八規則四六・平二〇規則六四・一部改正) 

 

(補正) 

第四条 法第十条第三項(法第二十五条第五項及び法第三十四条第五項において準用する

場合を含む。)の規定による補正は、補正書(様式第二号)により行うものとする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(設立登記完了届出書) 

第五条 条例第四条第一項の届出書は、設立登記完了届出書(様式第三号)とする。 

(平二四規則二七・旧第四条繰下・一部改正) 

 

(役員変更等届出書) 

第六条 条例第五条第一項(条例第二十九条において準用する場合を含む。)の届出書は、

役員変更等届出書(様式第四号)とする。 

(平二四規則二七・旧第五条繰下・一部改正) 

 

(定款変更認証申請書) 



第七条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書(様式第五号)とする。 

(平二四規則二七・旧第六条繰下・一部改正) 

 

(定款変更届出書) 

第八条 条例第七条第一項及び第二十一条第一項(条例第二十九条において準用する場合

を含む。)の届出書は、定款変更届出書(様式第六号)とする。 

(平二四規則二七・旧第七条繰下・一部改正) 

 

(定款変更登記事項証明書提出書) 

第九条 条例第八条第一項(条例第二十九条において準用する場合を含む。)の提出書は、

定款変更登記事項証明書提出書(様式第七号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(事業報告書等提出書) 

第十条 条例第十条第一項及び第二十二条第一項(条例第二十九条において準用する場合

を含む。)の提出書は、事業報告書等提出書(様式第八号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(事業報告書等及び役員報酬規程等の公開) 

第十一条 条例第十一条第一項(条例第二十七条(条例第二十九条において準用する場合を

含む。)において準用する場合を含む。)の規則で定める場所は、企画調整部文化スポー

ツ局文化振興課とする。 

2 条例第十一条第二項(条例第二十七条(条例第二十九条において準用する場合を含む。)

において準用する場合を含む。)の請求書は、閲覧又は謄写請求書(様式第九号)とする。 

(平一四規則七二・平一五規則三一・平一八規則四六・平二〇規則六四・一部改正、

平二四規則二七・旧第八条繰下・一部改正) 

 

(費用負担) 

第十二条 条例第十二条(条例第二十七条(条例第二十九条において準用する場合を含む。)

において準用する場合を含む。)の知事が定める額は、別表のとおりとする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(解散認定申請書) 

第十三条 条例第十三条の申請書は、解散認定申請書(様式第十号)とする。 

(平二四規則二七・旧第九条繰下・一部改正) 

 



(解散届出書) 

第十四条 条例第十四条第一項の届出書は、解散届出書(様式第十一号)とする。 

(平二四規則二七・旧第十条繰下・一部改正) 

 

(清算人就任届出書) 

第十五条 条例第十四条第二項の届出書は、清算人就任届出書(様式第十二号)とする。 

(平二〇規則九七・一部改正、平二四規則二七・旧第十一条繰下・一部改正) 

 

(残余財産譲渡認証申請書) 

第十六条 条例第十五条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書(様式第十三号)とする。 

(平二四規則二七・旧第十二条繰下・一部改正) 

 

(清算結了届出書) 

第十七条 条例第十六条の届出書は、清算結了届出書(様式第十四号)とする。 

(平二四規則二七・旧第十三条繰下・一部改正) 

 

(合併認証申請書) 

第十八条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書(様式第十五号)とする。 

(平二四規則二七・旧第十四条繰下・一部改正) 

 

(合併登記完了届出書) 

第十九条 条例第十八条において準用する条例第四条第一項の届出書は、合併登記完了届

出書(様式第十六号)とする。 

(平二四規則二七・旧第十五条繰下・一部改正) 

 

(身分証明書) 

第二十条 法第四十一条第三項(法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の証

明書は、様式第十七号のとおりとする。 

(平二四規則二七・旧第十六条繰下・一部改正) 

 

(認定特定非営利活動法人認定申請書) 

第二十一条 法第四十四条第二項の申請書は、認定特定非営利活動法人認定申請書(様式第

十八号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(認定特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書) 



第二十二条 法第五十一条第五項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、認定

特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書(様式第十九号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)定款変更認証提出書) 

第二十三条 条例第二十三条第一項(条例第二十九条において準用する場合を含む。)の提

出書は、認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)定款変更認証提出書(様式

第二十号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)代表者変更届) 

第二十四条 条例第二十四条(条例第二十九条において準用する場合を含む。)の届出書は、

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)代表者変更届(様式第二十一号)と

する。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)役員報酬規程等提出書等) 

第二十五条 条例第二十六条第一項(条例第二十九条において準用する場合を含む。)の提

出書は、認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)役員報酬規程等提出書(様

式第二十二号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)助成金支給概要提出書等) 

第二十六条 条例第二十六条第三項(条例第二十九条において準用する場合を含む。)の提

出書は、助成金の支給を行った場合にあっては認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営

利活動法人)助成金支給概要提出書(様式第二十三号)、海外への送金又は持出しを行う場

合にあっては認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)海外送金等概要提出

書(様式第二十四号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(仮認定特定非営利活動法人仮認定申請書) 

第二十七条 法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書は、仮認

定特定非営利活動法人仮認定申請書(様式第二十五号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)合併認定申請書) 



第二十八条 法第六十三条第五項において準用する法第四十四条第二項及び法第六十三条

第五項において準用する法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第二項の申

請書は、認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)合併認定申請書(様式第二

十六号)とする。 

(平二四規則二七・追加) 

 

(電磁的記録の保存の方法) 

第二十九条 条例第三十三条第二項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法と

する。 

一 作成された電磁的記録を、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人又は仮認

定特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイル

により保存する方法 

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により

読みとってできた電磁的記録を特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人又は仮

認定特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ

スクをもって調製するファイルにより保存する方法 

(平二一規則一五・追加、平二四規則二七・旧第十八条繰下・一部改正) 

 

(電磁的記録の作成の方法) 

第三十条 条例第三十四条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人、認定特定

非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。 

(平二一規則一五・追加、平二四規則二七・旧第十九条繰下・一部改正) 

 

(電磁的記録による閲覧の方法) 

第三十一条 条例第三十五条第二項の規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法

人、認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計

算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類による方法とする。 

(平二一規則一五・追加、平二四規則二七・旧第二十条繰下・一部改正) 

 

附 則 

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。 

 

 



別表(第十二条関係) 

(平二四規則二七・追加) 

区分 金額 

一 複写機による写しの交付   

ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複

写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列

三番以下の大きさの用紙によるものに限る。) 

一枚につき十円 

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)に

よる写しの交付(日本工業規格A列三番以下の大き

さの用紙によるものに限る。) 

一枚につき三十円 

二 一以外の方法による写しの交付 当該写しの作成に要する費用 

三 公文書の写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する費用に相当する額 

 

備考 一の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚と

して額を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第1号(第2条関係) 

(平24規則27・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

氏名          印  

申請者 住所又は居所         

電話番号           

 

設立認証申請書 

 下記のとおり特定非営利活動法人を設立することについて、特定非営利活動促進法第10

条第1項の認証を受けたいので申請します。 

記 

1 名称 

2 代表者の氏名 

3 主たる事務所の所在地 

4 県の区域外に設置する事務所の所在地 

5 定款に記載された目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第2号(第4条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 

 福島県知事 

 

氏名          印  

申請者 住所又は居所         

電話番号           

 

補正書 

     年  月  日に提出した申請書又は当該申請書に添付した書類について軽微

な不備がありましたので、特定非営利活動促進法第10条第3項(第25条第5項(第34条第5項)

において準用する同法第10条第3項)の規定により、下記のとおり補正します。 

記 

1 補正の内容 

2 補正の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「補正の内容」には、補正後と申請時との記載の違いを明らかにした対照表を記載

すること。 

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第3号(第5条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第2号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称                

代表者の氏名            

主たる事務所の所在地        

電話番号              

 

設立登記完了届出書 

     年  月  日に設立の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第13条第

2項の規定により届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第4号(第6条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第3号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称 

代表者の氏名 

主たる事務所の所在地 

電話番号              

 

役員変更等届出書 

 下記のとおり役員の変更等があったので、特定非営利活動促進法第23条第1項((第62条に

おいて準用する同法)第52条第1項において読み替えて適用する同法第23条第1項)の規定

により届け出ます。 

記 

1 変更年月日 

2 変更事項 

3 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

備考 

1 「変更事項」には、役員の氏名若しくは住所若しくは居所の変更又は役員の新任、

再任、任期満了、辞任、解任若しくは死亡の別を記載し、補欠又は増員により就任し

た場合には、その旨を併記すること。なお、任期満了と同時に再任した場合には、再

任とだけ記載すること。 

2 変更事項が役員の氏名の変更の場合は、「変更の内容」に、変更前の氏名を括弧を付

して併記すること。 

3 変更事項が役員の住所又は居所の変更の場合は、「変更の内容」に、変更前の住所又

は居所を括弧を付して併記すること。 

4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第5号(第7条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第4号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称              

代表者の氏名        印 

主たる事務所の所在地      

電話番号            

 

定款変更認証申請書 

 下記のとおり定款を変更することについて、特定非営利活動促進法第25条第3項の認証

を受けたいので申請します。 

記 

1 変更の内容 

2 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

1 「変更の内容」には、変更しようとする定款の条文等について、変更前と変更後の

違いを明らかにした新旧条文等の対照表を記載すること。変更しようとする時期を定

めている場合には、その旨も記載すること。 

2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第6号(第8条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第5号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称 

代表者の氏名 

主たる事務所の所在地 

電話番号              

 

定款変更届出書 

 下記のとおり定款を変更したので、特定非営利活動促進法第25条第6項((第62条において

準用する同法)第52条第1項において読み替えて適用する同法第25条第6項)の規定により

届け出ます。 

記 

1 変更年月日 

2 変更の内容 

3 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

1 「変更の内容」には、変更した定款の条文等について、変更前と変更後の違いを明

らかにした新旧条文等の対照表を記載すること。 

2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第7号(第9条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 

 福島県知事 

 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

定款変更登記事項証明書提出書 

     年  月  日に定款変更の登記が完了したので、特定非営利活動促進法第25

条第7項((第62条において準用する同法)第52条第1項において読み替えて適用する同法第

25条第7項)の規定により提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第8号(第10条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 

 福島県知事 

 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

事業報告書等提出書 

 前事業年度(    年  月  日から     年  月  日まで)の事業報告書

等について、特定非営利活動促進法第29条((第62条において準用する同法)第52条第1項に

おいて読み替えて適用する同法第29条)の規定により提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「事業報告書等」とは、特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等

をいう。 

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第9号(第11条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 

 福島県知事 

 

(郵便番号      ) 

請求者 住所又は所在地            

氏名又は名称             

(代表者の氏名)            

連絡先              

(電話番号        ) 

 

閲覧又は謄写請求書 

 特定非営利活動促進法第30条((第62条において準用する同法)第56条)の規定により、次

のとおり請求します。 

閲覧又は謄写を求める特定非営利活動法人、認定特定非

営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人の名称 

  

閲覧又は謄写を求める書類   

求める公開の方法 1 閲覧 

 

2 謄写((1)窓口での交付 (2)郵送等による交付) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 求める公開の方法の欄は、希望する番号を○で囲むこと。 

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第10号(第13条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第6号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称              

代表者の氏名        印 

主たる事務所の所在地      

電話番号              

 

解散認定申請書 

 下記のとおり特定非営利活動法人を解散することについて、特定非営利活動促進法第31

条第2項の認証を受けたいので申請します。 

記 

1 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

2 残余財産の処分方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第11号(第14条関係) 

(平15規則31・平16規則86・一部改正、平24規則27・旧様式第7号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称              

主たる事務所の所在地      

氏名              

清算人 住所又は居所          

電話番号            

 

解散届出書 

 下記のとおり特定非営利活動法人を解散したので、特定非営利活動促進法第31条第4項

の規定により届け出ます。 

記 

1 解散の理由 

(1) 社員総会の決議 

(2) 定款で定めた解散事由の発生 

(3) 社員の欠亡 

(4) 破産手続開始の決定 

2 残余財産の処分方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

1 「解散の理由」については、該当する番号を○で囲むこと。 

2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第12号(第15条関係) 

(平15規則31・平20規則97・一部改正、平24規則27・旧様式第8号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称                

清算人の氏名            

主たる事務所の所在地        

電話番号              

 

清算人就任届出書 

 下記のとおり解散に係る清算中に清算人が就任したので、特定非営利活動促進法第31条

の8の規定により届け出ます。 

記 

1 清算中に就任した清算人の氏名及び住所又は居所 

2 清算人が就任した年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第13号(第16条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第9号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称              

清算人の氏名        印 

主たる事務所の所在地      

電話番号            

 

残余財産譲渡認証申請書 

 下記のとおり残余財産を譲渡することについて、特定非営利活動促進法第32条第2項の

認証を受けたいので申請します。 

記 

1 譲渡すべき残余財産 

2 残余財産の譲渡を受ける者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

1 「残余財産の譲渡を受ける者」には、残余財産の譲渡を受ける者が複数ある場合に

は、それぞれに譲渡する財産を記載すること。 

2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第14号(第17条関係) 

(平15規則31・平20規則97・一部改正、平24規則27・旧様式第10号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称                    

氏名                

清算人 住所又は居所            

電話番号              

 

清算結了届出書 

 解散に係る清算が結了したので、特定非営利活動促進法第32条の3の規定により届け出

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第15号(第18条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第11号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称              

代表者の氏名        印 

主たる事務所の所在地      

電話番号            

名称              

代表者の氏名        印 

主たる事務所の所在地      

電話番号            

 

合併認証申請書 

 下記のとおり合併することについて、特定非営利活動促進法第34条第5項で準用する同

法第10条第1項の認証を受けたいので申請します。 

記 

1 名称 

2 代表者の氏名 

3 主たる事務所の所在地 

4 県の区域外に設置する事務所の所在地 

5 定款に記載された目的 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第16号(第19条関係) 

(平15規則31・一部改正、平24規則27・旧様式第12号繰下・一部改正) 

 

年  月  日 

 

福島県知事 

 

名称                

代表者の氏名            

主たる事務所の所在地        

電話番号              

 

合併登記完了届出書 

     年  月  日に合併の登記を完了したので、特定非営利活動促進法第39条第

2項で準用する同法第13条第2項の規定により届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第17号(第20条関係) 

(平24規則27・旧様式第13号繰下・一部改正) 

第   号 

 

所属 

職・氏名 

64㎜ 

  写真  上記の者は、特定非営利

活動促進法(平成10年法律

第7号)第41条第1項及び第

64条第1項の規定により、

特定非営利活動法人、認定

特定非営利活動法人及び

仮認定特定非営利活動法

人の業務及び財産の状況

等を検査する職員である

ことを証明する。 

年  月  日 

 

福島県知事        印 

91㎜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第18号(第21条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

認定特定非営利活動法人認定申請書 

 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第44条第1項の認定を受けたいので申請しま

す。 

記 

1 設立年月日 

2 事業年度 

3 過去の法人認定の有無 

  有・無 

4 過去の法人認定又は仮認定の取消しの有無 有・無 

  (有の場合) 取消年月日 

        取消しの理由 

5 法第45条第1項第1号に定める基準の適合性 

 (1) 法第45条第1項第1号イに定める基準の適合性 有・無 

 (2) 特定非営利活動促進法施行令第5条第2項に定める基準の適合性 有・無 

 (3) 法第45条第1項第1号ロに定める基準の適合性 有・無 

6 現に行っている事業の概要 

7 県の区域外に設置する事務所の所在地 

備考 

 1 「法人認定」とは、法第44条第1項の認定をいう。 

 2 「仮認定」とは、法第58条第1項の仮認定をいう。 

 3 「過去の法人認定の有無」及び「過去の法人認定又は仮認定の取消の有無」には、

該当するものに○を付けること。 

 4 「法第45条第1項第1号に定める基準の適合性」には、該当するものに○を付けるこ

と。 

 5 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第19号(第22条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

認定特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書 

 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第51条第3項の有効期間の更新を受けたいの

で申請します。 

記 

1 設立年月日 

2 法人認定の有効期間 

3 法人認定の有効期間満了日の6月前の日 

4 法人認定の有効期間満了日の3月前の日 

5 事業年度 

6 法第45条第1項第1号に定める基準の適合性 

 (1) 法第45条第1項第1号イに定める基準の適合性 有・無 

 (2) 特定非営利活動促進法施行令第5条第2項に定める基準の適合性 有・無 

 (3) 法第45条第1項第1号ロに定める基準の適合性 有・無 

7 現に行っている事業の概要 

8 県の区域外に設置する事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「法人認定」とは、法第44条第1項の認定をいう。 

 2 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第20号(第23条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)定款変更認証提出書 

 特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する所轄庁の定款変更の認証を受けたので、

同法第52条第2項(第62条において準用する同法第52条第2項)の規定に基づき提出します。 

記 

1 法人認定の有効期間 

2 変更の認証の年月日 

3 変更の内容 

4 県の区域外に設置する事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「法人認定」とは、特定非営利活動促進法第44条第1項の認定をいう。 

 2 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第21号(第24条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)代表者変更届 

 下記のとおり代表者を変更したので、特定非営利活動促進法第53条第1項(第62条におい

て準用する同法第53条第1項)の規定に基づき届け出ます。 

記 

1 異動年月日 

2 変更後の代表者の氏名及び住所 

3 変更前の代表者の氏名及び住所 

4 県の区域外に設置する事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第22号(第25条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)役員報酬規程等提出書 

 前事業年度(  年  月  日から    年  月  日までの)役員報酬規程等に

ついて、特定非営利活動促進法第55条第1項(第62条において準用する同法第55条第1項)の

規定に基づき提出します。 

記 

1 法人認定(仮認定)の有効期間 

2 県の区域外に設置する事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「役員報酬規程等」とは、特定非営利活動促進法第54条第2項第2号から第4号までに

掲げる書類をいう。 

 2 「法人認定」とは、特定非営利活動促進法第44条第1項の認定をいう。 

 3 「仮認定」とは、特定非営利活動促進法第58条第1項の仮認定をいう。 

 4 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第23号(第26条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                

代表者の氏名         印  

主たる事務所の所在地        

電話番号              

 

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)助成金支給概要提出書 

 下記のとおり助成金の支給を行ったので、特定非営利活動促進法第55条第2項(第62条に

おいて準用する同法第55条第2項)の規定に基づき提出します。 

記 

1 法人認定(仮認定)の年月日 

2 法人認定(仮認定)の有効期間 

3 支給日 

4 支給対象者 

5 支給金額 

6 助成対象の事業等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「法人認定」とは、特定非営利活動促進法第44条第1項の認定をいう。 

 2 「仮認定」とは、特定非営利活動促進法第58条第1項の仮認定をいう。 

 3 「助成対象の事業等」には、事業等の内容を具体的に記載すること。 

 4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第24号(第26条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)海外送金等概要提出書 

 下記のとおり海外へ送金(金銭の持ち出し)を行う(行った)ので、特定非営利活動促進法第

55条第2項(第62条において準用する同法第52条第2項)の規定に基づき提出します。 

記 

1 法人認定(仮認定)の年月日 

2 法人認定(仮認定)の有効期間 

3 金額 

4 使途 

5 予定日(実施日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「法人認定」とは、特定非営利活動促進法第44条第1項の認定をいう。 

 2 「仮認定」とは、特定非営利活動促進法第58条第1項の仮認定をいう。 

 3 災害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、「予定日

(実施日)」には、海外への送金又は金銭の持出しを行った日を記載すること。 

 4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第25号(第27条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

名称                 

代表者の氏名          印  

主たる事務所の所在地         

電話番号               

 

仮認定特定非営利活動法人仮認定申請書 

 特定非営利活動促進法第58条第1項の仮認定を受けたいので申請します。 

記 

1 設立年月日 

2 事業年度 

3 過去の法人認定の有無 有・無 

4 過去の仮認定の有無 有・無 

5 現に行っている事業の概要 

6 県の区域外に設置する事務所の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

 1 「法人認定」とは、特定非営利活動促進法第44条第1項の認定をいう。 

 2 「仮認定」とは、特定非営利活動促進法第58条第1項の仮認定をいう。 

 3 「過去の法人認定の有無」及び「過去の法人認定又は仮認定の取消の有無」は、該

当するものに○をつけること。 

 4 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



様式第26号(第28条関係) 

(平24規則27・追加) 

年  月  日   

 福島県知事 

  合併しようとする認定特定非営利活動法人(仮認定特定

非営利活動法人)の名称 

 

代表者の氏名             印  

主たる事務所の所在地            

電話番号                  

  合併しようとする認定特定非営利活動法人(仮認定特定

非営利活動法人)でない特定非営利活動法人の名称 

 

代表者の氏名             印  

主たる事務所の所在地            

電話番号                  

 

認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)合併認定申請書 

 特定非営利活動促進法第63条第1項(第63条第2項)の認定を受けたいので申請します。 

記 

1 合併後存続する(合併によって設立する)特定非営利活動法人の名称 

2 代表者の氏名 

3 主たる事務所の所在地 

4 県の区域外に設置する事務所の所在地 

5 法人認定(仮認定)の年月日 

6 法人認定(仮認定)の有効期間 

7 合併の効力の生じる日又は生じた日 

8 合併しようとする認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)の事業の概要 

9 合併しようとする認定特定非営利活動法人(仮認定特定非営利活動法人)でない特定非

営利活動法人の事業の概要 

備考 

 1 「県の区域外に設置する事務所の所在地」は、県の区域外に事務所を設置している

場合に記載すること。 

 2 「法人認定」とは、特定非営利活動促進法第44条第1項の認定をいう。 

 3 「仮認定」とは、特定非営利活動促進法第58条第1項の仮認定をいう。 

 4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。 

 



附 則(平成一四年規則第七二号) 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成一五年規則第三一号) 

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成一六年規則第八六号) 

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。 

2 破産法(平成十六年法律第七十五号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる同法の施行前にされた破産の申立て又は同法の施行前に職権でされた破

産の宣告に係る破産事件については、なお従前の例による。 

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の福島県建築士法施行細則、母子及び

寡婦福祉資金の貸付けに関する規則、福島県特定非営利活動促進法施行細則、福島県水

産業協同組合法施行細則及び福島県農業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、

所要の調整をして使用することができる。 

 

附 則(平成一八年規則第四六号) 

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成二〇年規則第六四号)抄 

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成二〇年規則第九七号) 

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 

 

附 則(平成二一年規則第一五号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成二四年規則第二七号) 

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行の際現に改正前の福島県特定非営利活動促進法施行細則(以下「改正前

の規則」という。)の規定に基づき提出されている届出書は、改正後の福島県特定非営利

活動促進法施行細則の規定に基づき提出された届出書とみなす。 

3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、所

要の調整をして使用することができる。 

 


